
発行者 徳島県

徳 島 県 報 発行所 徳島県監察局

法制文書課

定期第３６４号 令和３年９月１４日発行

目 次

【告示】

番 号 表 題 担当課名

６００ 令和３年度自衛官候補生の募集期間，採用 とくしまゼロ作戦課

試験の試験期日，試験場等を告示する件

６０１ 特定養殖業者の同意が漁業災害補償法に規 水産振興課

定する要件に適合すると認める件

６０２ 建設業者の許可を取り消した件 建設管理課

６０３ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

５９ 公職の候補者等が個人演説会等に使用でき

る公営施設の指定を取り消した旨の報告が

あった件



徳
島
県
告
示
第
六
百
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日
（
水

曜
日
）

筆
記
試
験
、
口
述
試
験

第
一
回

令
和
三
年
九
月
十
五
日
（
水
曜

同

二
十
三
日
（
木

、
適
性
検
査
、
身
体
検

日
）
ま
で

曜
日
）

査
及
び
経
歴
評
定

同

二
十
四
日
（
金

曜
日
）

備
考

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て
試

験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
一
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
令
和
四
年
三
月
一
日
又
は
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者

（
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
）
で
、
学
校
教
育
法
に
定
め
る
高

等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
四
年
三
月
又
は
四
月



五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
役
所
若
し
く
は
各
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出

張
所
等
で
受
領
し
、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
五
条

の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
の
区
域
内
特

定
養
殖
業
者
の
同
意
が
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
の
で
、

公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
養
殖
業

の
り
等
養
殖
業
（
黒
の
り
）

加
入
区
の
名
称

加
入
区
の
区
域

長
原
加
入
区

長
原
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

川
内
加
入
区

川
内
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

の
り
等
養
殖
業
（
青
の
り
）

加
入
区
の
名
称

加
入
区
の
区
域

長
原
加
入
区

長
原
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

応
神
町
加
入
区

応
神
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

川
内
加
入
区

川
内
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

徳
島
市
第
一
加
入
区

徳
島
市
第
一
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

徳
島
市
住
吉
加
入
区

徳
島
市
住
吉
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

渭
東
加
入
区

渭
東
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

徳
島
市
辰
巳
加
入
区

徳
島
市
辰
巳
漁
業
協
同
組
合
の
地
区



徳
島
県
告
示
第
六
百
二
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業

者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

林
鉄
筋
工
業
株
式
会
社

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
中
庄
一
番
地
一

三

被
処
分
者
の
代
表
者
氏
名
及
び
許
可
番
号

代
表
取
締
役

林

和
義

徳
島
県
知
事
許
可
（
般

〇
一
）
第
七
〇
三
五
三
号

－

四

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
解
体
工
事
業
に
関
す
る
一

般
建
設
業
許
可
）

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号
）
附

則
第
四
条
の
経
過
措
置
が
令
和
三
年
六
月
三
十
日
を
限
り
に
終
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
建
設
業
法
第
七

条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

小
松
島
市
田
野
町
字
月
ノ
輪
七
六
番
四
、
七
七
番

小
松
島
市
横
須
町
一
番
一
号

小
松
島
市
長

二
、
七
七
番
四
、
七
七
番
五
、
七
八
番
二
、
七
八

番
六
及
び
七
八
番
七
の
各
一
部
の
う
ち
第
二
工
区

吉
野
川
市
鴨
島
町
山
路
字
宮
ノ
南
一
六
八
九
番
一

吉
野
川
市
鴨
島
町
山
路
一
六

金
岡

重
則

及
び
一
六
九
〇
番
一

五
一
番
地
一

金
岡

み
ゆ
き

同

喜
来
字
宮
北
四
四
〇
番
四
、
四

阿
波
市
市
場
町
大
俣
字
久
光

有
限
会
社
ゼ
ン
建

四
〇
番
一
一
、
四
四
一
番
三
、
四
四
一
番
五
、
四

二
八
番
地

四
二
番
三
、
四
四
二
番
五
か
ら
四
四
二
番
八
ま
で

、
四
四
三
番
一
〇
か
ら
四
四
三
番
一
二
ま
で
、
四

四
七
番
二
、
四
四
八
番
及
び
四
四
九
番

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
四
九
七
番

香
川
県
高
松
市
寺
井
町
一
〇

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー

二
四
番
地
二

ホ
ー
ム

同

高
川
原
字
高
川
原
七
六
六
番
一
、

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区

株
式
会
社
し
ま
む
ら

七
六
六
番
二
及
び
七
六
七
番
並
び
に
七
六
八
番
三

北
袋
町
一
丁
目
六
〇
二
番
一

の
一
部

号

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
千
田
ノ
木
二
三
番
一
、
二

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
妙
蛇

株
式
会
社
渡
辺
不
動
産

六
番
二
及
び
二
七
番
二

池
三
二
番
地
一

同

字
大
黒
四
三
番
一
の
一
部

同

北
村
字
大
黒

近
藤

楓
太

四
二
番
地
一

同

太
郎
八
須
字
長
岸
開
三
五
番
一
の

徳
島
市
助
任
橋
三
丁
目
二
二

株
式
会
社
ヘ
イ
ワ
土
地

一
部

番
地
四

同

藍
住
町
富
吉
字
穂
実
七
一
番
一
及
び
七
一

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
前

社
会
福
祉
法
人
靖
美
福

番
二

原
東
七
番
越
一
九
番
地
三

祉
会



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

阿
南
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る
公
営
施
設
と
し
て
指
定
し
て
い

た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

施

設

の

名

称

所

在

地

羽
ノ
浦
総
合
国
民
体
育
館

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
沢
田
一
〇
〇
番
地

阿
南
市
大
野
老
人
い
こ
い
の
家

阿
南
市
下
大
野
町
三
条
一
二
番
地
一
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